
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
の
登
録
制
度
の
創
設

１

高
齢
者
向
け
の
賃
貸
住
宅
又
は
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
単
に
「
有

料
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
居
住
の
用
に
供
す
る
専
用
部
分
を
有
す
る
も
の
に
高
齢
者
を
入
居
さ
せ
、
状

況
把
握
サ
ー
ビ
ス
（
入
居
者
の
心
身
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
状
況
に
応
じ
た
一
時
的
な
便
宜
を
供
与
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
。
）
、
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
入
居
者
が
日
常
生
活
を
支
障
な
く
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
入

居
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
必
要
な
助
言
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
高
齢
者
が
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に

必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者

は
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
に
係
る
賃
貸
住
宅
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢

者
向
け
住
宅
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
建
築
物
ご
と
に
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

２

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
の
登
録
手
続
、
登
録
拒
否
要
件
等
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ



と
。

（
第
六
条
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
関
係
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
の
申
請
が
加
齢
対
応
構
造
等
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
入
居
契
約
等
に
係
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

４

何
人
も
、
登
録
を
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
（
以
下
「
登
録
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
（
以
下
「
登
録
住
宅
」
と
い
う
。
）
以
外
の
賃
貸
住
宅
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

、
登
録
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

５

誇
大
広
告
の
禁
止
、
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
及
び
説
明
等
、
所
要
の
遵
守
義
務
に
係
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
関
係
）

６

公
営
住
宅
の
事
業
主
体
は
、
公
営
住
宅
を
登
録
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
登
録
住
宅

と
し
て
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
公
営
住

宅
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
管
理
に
著
し
い
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
公
営
住
宅
を
登
録
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）



７

登
録
住
宅
へ
の
入
居
に
係
る
終
身
又
は
入
居
契
約
の
期
間
に
わ
た
っ
て
支
払
う
べ
き
家
賃
の
全
部
又
は
一
部
を
前
払

金
と
し
て
一
括
し
て
支
払
う
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
住
宅
融
資
保
険
法
第
四
条
の
保
険
関
係
が

成
立
す
る
貸
付
け
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

８

登
録
を
受
け
て
い
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
（
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
は
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

９

登
録
事
業
者
に
関
し
、
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
、
指
示
、
登
録
の
取
消
し
等
、
所
要
の
監
督
規
定
を
設
け
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
者
に
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
の
登
録
及
び
登
録
簿
の
閲
覧
の

10
実
施
に
関
す
る
事
務
（
９
の
事
務
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
、

所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
事
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
入
居
者
（
入
居
者
で
あ
っ
た
者

11
を
含
む
。
）
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
入
居
者
に
対
し
、
他
の
適
当
な
賃
貸



住
宅
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
円
滑
に
入
居
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
関
係
）

二

終
身
建
物
賃
貸
借
制
度
の
見
直
し

１

事
業
の
認
可
基
準
に
つ
い
て
、
終
身
賃
貸
事
業
者
が
、
賃
貸
住
宅
の
整
備
を
し
て
事
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
整
備
に
関
す
る
工
事
の
完
了
前
に
、
敷
金
を
受
領
せ
ず
、
か
つ
、
終
身
に
わ
た
っ
て
受
領
す
べ
き
家
賃
の
全
部
又

は
一
部
を
前
払
金
と
し
て
一
括
し
て
受
領
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
追
加
す
る
等
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
五
十
四
条
関
係
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
認
可
事
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
終
身
建
物
賃
貸
借
の
賃
借
人
（

賃
借
人
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
賃
借
人
に
対
し

、
他
の
適
当
な
賃
貸
住
宅
に
円
滑
に
入
居
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
七
十
二
条
関
係
）

三

高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
登
録
制
度
等
の
廃
止

高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
登
録
制
度
、
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
計
画
の
認
定
制
度
及
び
高
齢
者
居
住



支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
旧
第
四
条
か
ら
旧
第
四
十
七
条
ま
で
及
び
旧
第
七
十
八
条
か
ら
旧
第
八
十
八
条
ま
で
関
係
）

四

雑
則

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
の
心
身
の
状
況
、
世
帯
構
成
等
を
勘
案
し
て
、
高
齢
者
の
た
め
の
住
宅
の
整
備
を

促
進
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
が
適
当
な
住
宅
に
円
滑
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
四
条
関
係
）

五

そ
の
他

罰
則
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

公
的
賃
貸
住
宅
等
の
定
義
に
つ
い
て
、
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
を
、
登
録
住
宅
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

公
営
住
宅
建
替
事
業
の
施
行
の
要
件
に
関
す
る
特
例
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
公
営
住
宅
建
替
事
業
の
施
行
に

併
せ
て
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
し
た
場
合
を
、
公
営
住
宅
建
替



事
業
の
施
行
に
併
せ
て
登
録
住
宅
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
し
た
場
合
に
改
め
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
が
行
う
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付

け
の
対
象
に
つ
い
て
、
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
と
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
住
宅
の
購
入
を
、
登
録
住
宅
と
す

る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
住
宅
の
購
入
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
の
検
討
規
定
を
設

け
る
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
関
係
）


